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【面会方法】

※院内ではスタッフの指示・注意に従ってください。状況により面会を制限させていただく場合がございます。

※病棟に入れる人数を制限しています。人数が多い場合は、お待ちいただくこともあります。ご了承ください。

      面会簿を記入し面会許可証をお取りになり、首から下げてご面会ください
3．病室前でアルコール手指衛生を行ってからご入室ください
4．申し訳ありませんが、ご面会の方が飲食をされる際は談話室をご使用ください
５．患者様の安静と療養のため、長時間のご面会はお控えいただき概ね１時間を目処に
　　ご退出ください
      ご退出時は再度、アルコール手指衛生をお願いします

1．東棟1階入口に備え付けのアルコールで手指衛生を行ってからご入館ください
      ※入館後、入院受付への声かけは不要です
2．直接部屋には入らず、病棟にて面会簿の記入を行ってからのご入室をお願いします
      安全管理および来院者把握のため、必ず各病棟のスタッフステーションにお立ち寄りください

長時間・大人数のご面会や病室内でのご飲食、大声での会話はお控えください
〇病室へ入室できる人数は大部屋・個室とも、3名までと制限させていただきます
  ３名を超える場合は、人数を分散してご面会ください
　（例：5名で面会される場合→３人・２人に分かれ、ご面会ください）
○感染や安全管理のため、面会許可証をお持ちでない方や、１時間を超えて病棟に

　患者様の病状や治療状況により時間の調整をお願いする場合があります

※祝日は病院体制上、原則として面会を制限しております

○患者様またはご家族が面会を希望される15歳以上の方（ご家族・親族・友人・知人等）

　ただし、患者様の病状や療養上必要と判断される場合は、個別に対応いたします
【面会可能な方の条件】

全ての患者様が安心して療養し安静を保てますよう、ご理解とご協力をお願いいたします

〇患者様またはご家族から面会の同意が得られない場合
〇感染症の流行状況や院内感染対策上必要と判断した場合には、面会方法の変更や
　一時的な制限をお願いする場合があります

○検査や処置等を優先としますので、面会途中でもご退室いただく場合があります

【面会を制限・お断りする例】
厚生労働省より注意喚起されている感染症への罹患や、発熱や咳などの症状がある方、
（罹患している可能性のある方も含む）につきましては面会をご遠慮ください

※安全管理上の観点から、15歳未満の方は入院棟への立ち入りをご遠慮いただいております

可能な限りご面会いただけるよう努めてまいります

【面会時間】
月曜日～土曜日 １４：００～１8：００ 　※原則1時間以内

　滞在されている方にはスタッフよりお声かけさせていただきます

【面会の規定】
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面会についてのお願い
当院では、患者様とご家族との面会機会を大切に考え、感染対策と患者様の安全確保を行いながら

夜間（１７：00以降）、日曜日は西棟１階受付窓口にて対応しております。
　　日曜日　 　１３：００～２０：００

薬品・日用品の受け渡しについて
月～土曜日：14:00～17:00の間でお受けいたします。直接部屋には入らず、
上記時間内に各病棟のスタッフステーションへお届けください。


